
「ハッピーライド in 静岡プロジェクト」への参加について 

（討議事項） 
 

討議事項の概要 

静岡県は小学生のバス利用を促進し、将来のバス利用者の増加につなげるた

め、県内全ての小学生がバスに無料で乗車できる「静岡県小学生バス無料デー」

を市町や乗合バス事業者等と連携して実施します。 

 既存バス路線の利用促進のため、“ぎゅっと”カーよしだについても本事業

の対象とすることを検討しています。 

 

実施主体 

ハッピーライド in 静岡プロジェクト実行委員会 

（令和６年４月 24 日設置） 

構成員：国、県、市町、（一社）静岡県バス協会、乗合バス事業者 

事務局：（一社）静岡県バス協会、県地域交通課 

対象者 
県内の全小学生 

※乗車時にリーフレットを運転手に提示すること 

実施予定日 令和７年 12 月 13 日(土)～14 日(日)の２日間 

対象車両 
“ぎゅっと”カーよしだ 

※実施日は土日となるため、運行車両は１台を想定 

議決について 

① 公共交通協議会において、「ハッピーライド in 静岡プロジェ

クト」への参加について検討 

② 運賃協議会において、上記期間の運賃について協議を行い、

運賃協議会の議決をもって承認 

 

補足事項 

 地域公共交通協議会では「路線」「系統」「ダイヤ」「車両」という運送サービ

スの内容についての協議を行う場であるのに対し、「運賃」については運賃協議

会にて協議されます。 

 しかしながら、地域公共交通協議会において、運賃について競争を制限しない

範囲内で意見交換することまでが否定されているわけではありません。 

 地域公共交通協議会で発言された意見は参考意見として運賃協議会で報告し

たうえで、運賃の議決を行います。 

-1-

資料No.4



0

in

2025

1

-2-



2

3

-3-



4

5

-4-



6

7

-5-



8

-6-



-7-



-8-



-9-



-10-


